
平成１６年２月１３日

あいおい損害保険株式会社（社長　瀨下　明）は、以下のとおり、役員人事および

４月１日付組織機構改編を発令しましたのでお知らせします。

役員人事および

平成１６年４月１日付組織機構改編



【平成 16年 3月 1日付執行役員人事】　　　　　　　　（下線部は、新職（変更点））

発令事項 現　　職 氏　名

専務執行役員（新任） あいおい生命保険株式会社

代表取締役副社長

鈴木　久仁

【平成 16年 4月 1日付取締役人事】　　　　　　　　　（下線部は、新職（変更点））

発令事項 現　　職 氏　名

代表取締役会長 代表取締役社長 瀨下　明

代表取締役社長 専務取締役 児玉　正之

代表取締役副社長、中部営業本部、

名古屋企業営業本部担当

兼中部戦略室長

代表取締役副社長 金子　博昌

代表取締役副社長、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括

部、お客様ｻｰﾋﾞｽ部、代理店制度業務

部、業務監査部、総務部担当

代表取締役副社長 塹江　正志

代表取締役専務、トヨタ事業本部長、

ﾄﾖﾀ事業部、販売店営業推進部、人事

企画部担当

代表取締役専務 安達　正雄

専務取締役、営業推進本部長、営業

推進部、専業営業推進部、自動車営

業推進部、金融営業推進部担当

常務取締役 須藤　滋

取締役 代表取締役専務 植野　矩和

取締役 代表取締役専務 大賀　吉弘

取締役 常務取締役 木村　勝也

取締役 常務取締役 斎藤　靖男

＊ 取締役小林修介は 2004 年 3 月 31 日付にて辞任、2004 年 4 月 1 日付にて常務執行役員

就任

【平成 16 年 4 月 1 日付執行役員人事】　　　　　　　　　（下線部は、新職（変更点））

発令事項 現　　職 氏　名

専務執行役員、経営企画部、構造革

新部、リスク管理部、広報部担当

専務執行役員 鈴木　久仁

常務執行役員、商品開発本部長、商

品開発部、ｸｫﾘﾃｨﾗｲﾌ商品部担当

常務執行役員 應地　正彦

常務執行役員、業務統括部、IT 企画

部、ｼｽﾃﾑ開発部、損害ｻｰﾋﾞｽ業務部担

当

常務執行役員 松田　馨

常務執行役員、東北営業本部長 執行役員 近藤　善昭

常務執行役員（新任）、埼玉営業本部

長

取締役 小林　修介

執行役員、営業推進部長、ﾏｰｹｯﾄ開発

部、ｻｰﾋﾞｽ開発部担当

執行役員 依藤　司

執行役員、近畿営業本部長兼近畿戦

略室長

執行役員 永末　裕明

執行役員、ｸｫﾘﾃｨﾗｲﾌ事業部担当 執行役員 関　　正雄

執行役員、海外事業本部長、再保険

部、国際部担当

執行役員 桃井　直達



執行役員、中国営業本部長 執行役員 北爪　茂紀

執行役員、名古屋企業営業本部長 執行役員 戸田　憲治

執行役員、金融営業推進部長 執行役員 中村　仁義

執行役員、首都圏ﾃﾞｨｰﾗｰ営業本部長、

ﾄﾖﾀ事業本部副本部長

執行役員 末永　隆

執行役員、財務本部長、財務企画部、

投資運用部、投融資部、財務管理部、

不動産部、経理部担当

執行役員 梅村　孝義

執行役員（新任）、経営企画部長 理事 石井　義久

執行役員（新任）、北関東営業本部長 理事 秋久　至

執行役員（新任）、四国営業本部長 理事 長田　薫

執行役員（新任）、北海道営業本部長 理事 村上　秀雄

執行役員（新任）、海外事業本部長補

佐

理事 澤村　義隆

執行役員（新任）、

出向：（株）サポート BOX 代表取締

役

理事 松本　隆史

執行役員（新任）、

出向：（株）安心ﾀﾞｲﾔﾙ

理事 伊澤　憲一

【平成 16年 3月 31 日付退任】

現　　職 氏　　名

常務執行役員
（株）あいおい保険自動車研究所顧問

（4 月 1 日付）

小林　勝

執行役員
あいおい生命保険（株）顧問
（4 月 1 日付）

山下　弘生

以上



【平成１６年４月１日付 組織改編について】

＜本社部門＞

①営業構造革新の加速に向け、営業推進部内に「営業革新室」を設置した上で、販売開発部の代理店活動革

新･チャネル構造革新機能を移管する。

②販売開発部を発展的に解消し、「専業営業推進部」を設置する。

③モーター関連営業推進･ディーラー関連営業推進機能の相互補完による機能強化に向け、モーター営業推

進部とディーラー営業推進部を統合し、「自動車営業推進部」を設置する。

④顧客･マーケットニーズを適確に捉え、時代変革に適応する商品開発機能強化に向け、営業推進本部より

商品開発部を独立させ、またクォリティライフ事業部から商品開発･管理機能を分離独立させ「クォリテ

ィライフ商品部」を新設した上で、新たに「商品開発本部」を設置する。

⑤海外事業の強化に向け、新たに「海外事業本部」を設置した上で、国際部と再保険部を編入する。

⑥アジア戦略の強化に向け、国際部内に「アジア戦略室」を設置する。

⑦法務部をコンプライアンス統括部の部内室に再編する。

⑧検査部を業務監査部に名称変更の上で、金融資産監査室を部内室に再編する。

⑨代理店システム推進室をIT企画部の部内室に再編する。

⑩構造革新室を構造革新部に名称変更する。

＜営業部門＞

①大阪自動車営業第一部と大阪自動車営業第二部を統合し、大阪自動車営業部とする。

②ヤナセ部を解消し、東京自動車営業第三部に統合する。

＜損害サービス部門＞

①近畿･北陸損害サービス第一部を、「近畿損害サービス部」に名称変更する。

②近畿･北陸損害サービス第二部を、「京滋･北陸損害サービス部」に名称変更する。

以上


